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呉市障害者通所施設利用者交通費助成の流れ 

 

 

障害者通所施設利用者交通費助成申請書を作成し，障害

福祉課へ提出する。（継続利用者） 

 

                                         ↓ 

 

通所施設から提出された申請書に基づき，障害福祉課で

審査する。 

 

                                        ↓ 

 

助 成 者 決 定 

 

                         

 

 

                                             ↓ 

 

毎月１０日までに障害者通所施設利用者交通費助成金

請求書及び通所状況が確認できる書類の写しを障害福

祉課へ提出する。 

 

                                             ↓ 

 

障害福祉課で助成金の振込手続き 

 

                                     毎月２５日振込予定(休日の場合はその翌日) 

                                             ↓ 

 

障害者通所施設利用者交通費支給台帳の写しを障害福

祉課へ提出する。 

 

                                          〔 ３月分入金後 〕 

 

 

 ※太枠････各通所施設で行う事務 

 

 



3 

 

１ 趣  旨 

この事業は，通所施設（以下「施設」といいます。）に通所している障害者の方に，通所に

係る交通費の一部を助成することにより，経済的負担を軽減し，障害者の社会参加の促進を図

ることを目的としています。 

 

２ 通所施設の定義 

  ○ 通所施設とは，以下の障害福祉サービス等を行う事業所をいいます。 

    （１）自立訓練 

  （２）就労移行支援 

  （３）就労継続支援 

  （４）地域活動支援センター 

  （５）蒲刈障害者活動支援センター 

 

３ 対象者 

○ 呉市に居住し，住民基本台帳に記載されている方で，一箇所の通所施設に月５日以上公

共の交通機関を利用し又は交通用具を使用して通所する障害者です。ただし，呉市バス優

待制度対象者（以下「優待者」という。）は除きます。 

   ※ 障害者とは，身体障害者，知的障害者，精神障害者及び難病患者をいいます。 

   ※ 優待者であっても，呉市バス優待制度の利用可能区間外や，モビリーデイズを利用し

ての通所が困難である方については，助成の対象となる場合がありますので，事前にご

相談ください。 

 

４  助成金の額 

○ 公共の交通機関を利用する場合は，最も経済的な通常の経路及び方法で，対象者の居住

地から施設までの運賃に相当する額に１か月の通所日数を乗じた額を支給（上限額１万

円）します。計算の根拠となる額は，障害者通所施設利用者交通費助成決定通知書に記載

しています。 

   ※ モビリーデイズ割引が適用される交通機関を利用する場合は，モビリーデイズの所

持・不所持に関わらずモビリーデイズ割引後の額を適用します。 

※ ＪＲ（電車）の利用が１か月１５日以上であれば，定期券が安価なので，定期券の購

入を勧めてください。なお，月途中から利用できる定期券を購入した場合でも月初めか

らの定期券利用として計算し，上限額は定期券に係る金額（１万円未満）となります。 

 

○ 交通用具（自動車，バイク等）を使用する場合は，対象者の居住地から施設までを通所

する距離が片道１．５キロメートル以上である場合に，月額１，５００円を支給します。

※ 自転車での通所は対象となりません。 

 

○ 公共の交通機関と交通用具の両方を乗り継いで利用する場合は，上記の要件を満たす場

合，いずれも支給対象となります。（上限額１万円） 
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５ 助成金の算定例 

○ バス利用者 

    例１ 片道 ２００円の場合 → 障害者割引・モビリーデイズ割引適用後金額 ９０円 

       月２０日通所した場合の助成額 ９０円×２０日×２回(往復)  ３，６００円 

 

    例２ 片道 ２００円区間と片道 ４００円区間を乗り継いでいる場合 

        → 障害者割引・モビリーデイズ割引適用後金額     ２７０円 

 → 乗継割引適用後金額                ２６０円 

       月２０日通所した場合の助成額 ２６０円×２０日×２回(往復) 

１０，４００円 → １０，０００円（上限額） 

 

○ バス定期券利用者 

通所日数が定期券に係る金額より少ない場合は，定期券を利用されていても実際に通所

した日数での助成となります。 

    例 バス定期券      ５，０００円／月 

      片道 ２００円 → 障害者割引・モビリーデイズ割引適用後金額  ９０円 

      月２０日通所した場合の助成額        ３，６００円＜５，０００円 

      

○ ＪＲ（電車）利用者 

    適用となる割引がないため，全額が助成対象となります。 

    例 片道 １９０円 → 障害者割引（なし） 金額１９０円 

      月２０日通所した場合の助成額 １９０円×２０日×２回(往復) ７，６００円 

 

○ ＪＲ（電車）定期券利用者 

    通所日数が定期券に係る金額より少ない場合は，定期券を利用されていても実際に通

所した日数での助成となります。 

    例 ＪＲ定期券          ５，６７０円／月 

      片道（通常料金）         １９０円 

      月２０日通所した場合の助成額  ７，６００円＞５，６７０円 

      月 ５日通所した場合の助成額  １，９００円＜５，６７０円 

 

６ 助成金の申請 

○ 施設の代表者は，助成対象者から申請の相談・申出があったときは，通所に係る交通機

   関等の利用又は使用の状況について障害者通所施設利用者交通費助成申請書に証明の上，

   申請書を障害福祉課支援グループへ提出してください。 

 

○ 申請書に記載する交通機関の片道運賃額は，割引前の正規の運賃額を記載してくださ

い。 

運賃額は，本人の申出を，運賃表やバス事業者への問い合わせ，ホームページ等でご確

   認の上，記載してください。 
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○ 申請書に記載する経路は，料金発生の有無に関わらず自宅から事業所までを記載して

ください。 

例 （施設までの通所の経路） （交通機関） （片道運賃額欄） 

居住地～◯◯バス停     徒歩      －     

 ◯◯バス停～△△バス停  ◯◯バス    ３００円   

 △△バス停～事業所    送迎バス     －   等 

 

○ 年度途中，新規の申請をするときは，通所開始日より起算して２０日以内に申請書等

を提出してください。この場合，通所開始日から助成の適用となります。 

通所開始後２０日を過ぎて提出があった場合，障害福祉課が受理した日から助成の適

用となります。 

 

○ 助成決定者の交通機関，交通用具，運賃額等に変更があったときは，速やかに障害者

通所施設利用者交通費助成変更申請書を提出してください。 

       

７ 助成金の支給等 

○ 助成の決定は，障害者通所施設利用者交通費助成決定通知書を施設の代表者に送付しま

   すので，申請者へ説明をお願いします。 

 

○ 助成金は月単位で支給します。毎月１０日までに，障害者通所施設利用者交通費助成金

請求書及び１か月の通所状況が確認できる書類の写しを提出してください。 

提出書類・請求内容等を確認後，同月２５日（同日が金融機関休業日に当たる場合は，

その直後の営業日）に指定された金融機関の口座に振り込みます。 

 

８ 交通費助成者の通所先変更や経路変更（運賃の改定を含む）について 

  これらの変更により助成金の額に変更が生じた場合は，変更した日の属する月の翌月からの

助成対象となります。（ただし，変更が生じた日が月の初日の場合，その月からの助成対象と

なります。） 

 

９ 決定の取消し等 

交通費助成の支給を終了する場合は，障害者通所施設利用者交通費助成取消届出書を提出し

てください。 

また，次のいずれかに該当するときは，交付の決定の取消を行うとともに，既に支給した助

成金の全部若しくは一部を返還していただきます。適正な執行にご協力をお願いします。 

(1) 呉市の住民でなくなったにもかかわらず，届出を行わず助成金の支給を受けていたとき。 

(2) 交通機関等の変更により，助成金の額が減額となったにもかかわらず，届出を行わず助成

金の支給を受けていたとき。 

(3) その他不正に助成金の支給を受けたとき。 

    

１０ 障害者通所施設利用者交通費支給台帳の提出 

施設の代表者は，年度終了後，障害者通所施設利用者交通費支給台帳の写しを５月末日(休

日の場合は前営業日)までに提出してください。 

 


